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介護保険制度改正負担割合などを見直し
お知らせワ イ ド
���������	����
����

 ■一定以上の所得がある人は 利用者負担割合 が ��割 に（平成��年�月から）

 ■高額介護サービス費  の   月額上限 が見直しに

 ■介護保険施設における 食費・居住費の減額認定要件 が見直しに

��������������
　平成��年度介護保険制度改正に伴い、一定以上の所得のある人の利用者負担割合や高額介護サービス費の
月額上限額などが見直されました。その概要についてお知らせします。

�問   健康福祉部高齢者支援課　介護保険班　坂本　  ℡ �-��-����

　��歳以上の第�号被保険者で合計所得金額が���万円以上の人（単身で年金収入のみの場合���万円以上）
は、サービスを利用した時に支払う利用者負担割合が�割から�割になります。

【負担割合証の送付】平成��年�月下旬に、要支援・要介護認定を受けている全ての被保険者に対し、
　　　　　　　　　 �割負担または�割負担と記された「介護保険負担割合証」を発送します。

�割負担�   本人の合計所得金額が���万円未満

�割負担�
同一世帯の第�号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合算が

単身で���万円未満、 �人以上世帯で���万円未満本人の合計所得金額
が���万円以上

�割負担�　 上記以外の場合

　同一世帯内に課税所得が���万円以上の第�号被保険者がいる場合、その世帯の高額介護サービス費の月
額上限が������円に引き上げられます。ただし、同一世帯内にいる第�号被保険者の「収入」の合計が単身で
 ���万円未満、�人以上で���万円未満の場合は、申請により������円の月額上限に戻ります。

平成��年�月まで 平成��年�月から

※現役並み所得者は、世帯内に課税所得���万円以
上の第�号被保険者がおり、その収入が���万円
（�人以上の場合は���万円）以上の人

月額上限利用者負担段階区分

��,���円（個人・世帯）生活保護受給者

��,���円（個人）合計所得と年金収入の
合計が��万円以下など市町村民税

非課税世帯 ��,���円（世帯）上記以外

��,���円（世帯）一般世帯

月額上限利用者負担段階区分

��,���円（世帯）一般世帯

��,���円（世帯）現役並み所得者（※）

�

�

　特別養護老人ホームなどにおける、食費・居住費の負担軽減（特定入所者介護（予防）サービス費）の認
定要件が段階的に追加されます。

これまでの要件「世帯全員が市町村民税非課税である、または生活保護受給者である」に下記が追加されます 。

世帯を分離していても、配偶者の市町村民税課税状況を勘案します配偶者所得を勘案

�平成��年
�月から 単身の場合�����万円未満、夫婦の場合�����万円未満であること預貯金等を勘案

第�段階（年金収入および合計所得金額の合計額が��万円未満）、第�段階
（年金収入および合計所得金額の合計額が��万円以上）の判定において、遺族
年金および障害年金といった非課税年金の額も含めて判定します

非課税年金を勘案�平成��年
�月から



１２０ 　万円未満�
第６段階�

７４,３００　円�

１２０ 　万円以上�
１９０ 　万円未満�

�

第７段階�

８０,４９０　円�

１９０ 　万円以上�
２９０ 　万円未満�

第８段階�

９２,８８０　円�

２９０ 　万円以上�

８０ 　万円以上�８０ 　万円以下�１２０ 　万円以上�
８０ 　万円以上�
１２０ 　万円未満�

８０ 　万円以下�

第９段階�

１０５,２６０　円�
第５段階�

６１,９２０　円�
第４段階�

５５,７２０　円�
第３段階�

４６,４４０　円�
第２段階�

４６,４４０　円�
第１段階�

２７,８７０　円�

はい�

いいえ�

いいえ� はい�

いいえ�

いいえ�

はい�

はい�

スタート�

あなたは生活保護を受けていますか？�

あなたは住民税が課税されていますか？�

同じ世帯に住民税が課税されている人がいますか？� 前年の合計所得金額が�

前年の課税年金収入額と�
合計所得金額の合計が�

あなたは老齢福祉年金�
を受給していますか？�

前年の課税年金収入額と�
合計所得金額の合計が�
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期限内に納付をお願いします平成��年度介護保険料
お知らせワ イ ド
���������	����
����

 ■介護保険料 の金額を チェック してみましょう（��歳以上の人）

 ■第 ��期の納付期限 は �月���日 （火）

　平成��年度から、「第�期真庭市高齢者保健福祉計画・介
護保険事業計画」に基づいて、介護保険料が改定されていま
す。�月中旬に介護保険料の通知書と納付書などをお送り
しますので、納付期限内に納付してください。
�問   健康福祉部高齢者支援課  介護保険班   池田   ℡ �-��-����

納付をお忘れなく

�����

　平成��年度の介護保険料（��歳以上の人）の納付時期になりました。
普通徴収の第�期の納付期限は�月��日�です。なお、年金からの特
別徴収は�月から仮徴収が始まっています。

   Ｑ＆Ａ  よくある質問

Ｑ�．介護保険料は年金から引かれるんじゃないの？
　年金額が��万円未満の人は年金から引く「特別徴収」ができないため、納
付書などで納める「普通徴収」となります。また、新たに��歳になった人や
転入などで資格取得した人は、初めは普通徴収となります。

Ｑ�．介護サービスの利用予定はないけど、保険料を払わないといけないの？
　介護保険は介護が必要な人をみんなで支え助け合う制度です。サービスの
利用の有無にかかわらず皆さんに負担していただく必要があります。

Ｑ�．�月に仕事をやめました。今年の介護保険料は安くなるの？
　今年度の介護保険料は、「前年」の所得とそれにかかる住民税の課税状況に
より保険料の段階が決まります。現在の収入が保険料に反映するのは来年度
となります。

※通常は月末が納付期限ですが、月末が
休日の場合（第�期、第�期、随時期）は、
次の平日になります。
また第�期の納付期限は��月��日です。

納付期限
平成��年�月��日第�期
平成��年�月��日第�期
平成��年�月��日第�期
平成��年�月��日第�期
平成��年��月�日第�期
平成��年��月��日第�期
平成��年��月��日第�期
平成��年�月�日第�期
平成��年�月��日第�期
平成��年�月��日第��期
平成��年�月�日随時期

真庭市の介護保険料
基準額

年額 ������円
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補助金・負担金白書公表しました
お知らせワ イ ド
���������	����
����

天津・川東こども園（仮称）平成��年�月開園予定
お知らせワ イ ド
���������	����
����

����������������・ ������
　真庭市の将来に責任を持ち、市民と一緒に行政経営を考えていくため、その第一歩として補助
金・負担金の実情を市民に公表しました。
　市民に真庭市の財政状況を説明し、今後の市民との関係づくりを進め、行政を「運営」から「経営」
に転換する起点になると考えており、真庭市の将来に対するの責任として、補助金・負担金の見直

しに取り組んでいきます。　 �問   総合政策部総合政策課　吉鶴　  ℡ �-��-����

名称募集�
こ ど も 園 �

　真庭市では、天津幼稚園、川東幼稚園、落合ひまわり保育園の�園を統合した、幼保連携型の

認定こども園を平成��年�月に開園する予定です。開園に当たってこども園の名称案を募集しま

すので、皆さんぜひご応募ください。　 �問   健康福祉部子育て支援課　庄司　  ℡ �-��-����

��������	


■応募資格　真庭市在住の人、もしくは真庭市内に通勤、通学している人
■応募方法　子育て支援課、もしくは振興局窓口、真庭市ホームページに用意している応募用紙に
　　　　　　①名称（「〇〇こども園」としてください）、②漢字の場合はふりがな
　　　　　　③その名称にした理由、④応募者の住所・氏名、⑤性別　⑥電話番号
　　　　　　を記入し、提出してください。（郵送、ファックス、メールいずれでも可）
■締め切り　�月��日�　※郵送の場合消印有効
■応募先　　〒���-����  真庭市久世����-�　
　　　　　　真庭市役所健康福祉部子育て支援課　℡ �-��-����　ＦＡＸ �-��-����
　　　　　　Ｅメール  ｋｏｓｏｄａｔｅ@ｃｉｔｙ�ｍａｎｉｗａ�ｌｇ�ｊｐ
■決定時期　�月末予定　※統合準備会（仮称）で協議・選定し、市長に報告の上決定

詳しくは、    真庭市　補助金　負担金　白書　  で　検索　

平成��年度交付補助金・負担金額（白書公表分）

補助金   ���件

総額  ��億������万円
負担金   ���件

総額  �億������万円

�
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再度確認をしてみましょう出水期に入る前に
お知らせワ イ ド
���������	����
����

締め切りは�月��日�まで追加募集します
お知らせワ イ ド
���������	����
����

河川の増水、土砂災害…�月は出水期です

��������������	�������������
　降水量が増え出水期に入る�月は、集中豪雨などによ
る自然災害の危険が増す時期です。日頃の備えは大丈夫
でしょうか。自分で情報を入手する手段や、地域で備える
ための制度について紹介します。出水期を迎える前に、再
度確認をしてみましょう。

�問   危機管理課　古林　  ℡ �-��-����

雨量をチェック ！
真庭市雨量監視システム

　市内��地点の雨量が分かる雨
量監視システムを真庭市ホーム
ページ上で公開しています。
「どれくらい降ってるの？」
雨が続いたときなどに気になる
情報を、自分でチェックしてみ
ましょう。また、ホームページ
から閲覧できるライブカメラで
は、河川状況も確認できますの
で、合わせてご活用ください。

雨量監視システム（雨量情報）
▼ｈｔｔｐ： / /ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｍａｎｉｗａ．ｌｇ．ｊｐ

　　　　　　　　　　/ｈｔｍｌ/ｕｒｙｏｕ/

地域で備える ！
自主防災組織補助金

　自主防災組織の資機材整備な
どを支援する補助金です。地域
の防災力強化にぜひご活用くだ
さい。補助金額など詳しくはお
問い合わせください。

■対象団体
自主防災組織
※自治会が最少単位
■補助対象経費
・防災資機材購入に係る経費
・防災マップ作成に係る経費
・防災士資格などを取得するた
　めに係る経費

情報をキャッチ！
おかやま防災情報 メ ール

　岡山県危機管理課が提供する
最新の防災情報が入手できるメ
ール配信サービス。気象台の発
表する各種警報や注意報、地震・
津波情報、避難情報、土砂災害
警戒情報など、役立つ情報が配
信されます。

　
右のＱＲコード
から岡山県防災
情報システムに
接続し、登録し
てください。
（登録無料）

���������平成��年度
採用 ���
　平成��年��月�日から勤務できる真庭市職員を追加募集します。市民と共に考え何ごとにも積極的に
取り組み、課題や目標に意欲を持ってチャレンジする人材を求めています。

�問   総務部総務課　  ℡ �-��-����

■受付期間　　　�月��日�まで　※郵送の場合、�月��日に到着したものまで有効
■第�次試験日　�月��日�
■受験資格　　　①昭和��年��月�日以降に生まれた人で、高等学校卒業程度の学力を有する人
　　　　　　　　②平成��年��月�日から勤務できる人
■試験区分・採用予定人員など

■申し込み先　総務部総務課（〒���-���� 真庭市久世����-�）
　　　　　　　℡�-��-����　ＦＡＸ �-��-����

職務内容採用予定人員試験区分

　市長部局、教育委員会などで一般行政事務に従事�名事務職
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ご活用ください簡易給水施設補助金
お知らせワ イ ド
���������	����
����

図書館サービスの充実を目指してまにわ本クラブ
お知らせワ イ ド
���������	����
����

���������������	

　真庭市では、市が管理する上水道、簡易水道などの水道施設が整備されていない地域での生活用水確
保のため、簡易な給水装置の新設・修繕に対して補助金を交付しています。設置をお考えの場合は、水

道課にご連絡ください。 �問   建設部水道課　川端・樫尾　  ℡ �-��-����

※対象戸数とは、同じ自治会内または隣接する住居で構成され、共同で事業を行う戸数のことです。
※予算の範囲内で先着順に受け付けます。（申請多数で受け付けできない場合もあります）
※工事をしても水量を確保できなかった場合は、補助金を交付できません。

■対象者　市内に住所を有する人
■事業例
【水源確保】山水などの水源が枯渇し、新たに井
戸を掘る場合
【水質改善】山水や井戸の水質が悪化し、ろ過器
を設置する場合（蛇口付近に取り付ける簡易なも
のは対象外）
■補助対象地区　市管理の上水道、簡易水道また
は飲料水供給施設の給水区域であるかどうかによ
って対象が異なります。
【給水区域外】水質が不良な地区、または生活用

水の需給に困っている地区
【給水区域内】水道本管からの距離が約���ｍ以上
離れており、水質が不良な地区、または生活用水
の需給に困っている地区
■申請方法
事前協議の上、申請書類（事業計画書、設計書、
住民票など）を提出してください。
※申請書類は、事前協議の際、補助対象となる場
合に配布します。
※協議には、現地の位置図と現況または予定地の
写真を持参してください。

○補助金の内容

事前協議の期限対象区分補助率（補助限度額）
対象経費
の上限

対象戸数補助対象経費

随時新設・修繕
�/�以内（��万円）���万円�戸【請負施工の場合】

工事請負費など
　

【直営施工の場合】
材料費、労務費、調査費
　検査費、消費税など

�/�以内（���万円）���万円�～�戸

実施の前年度の
�月末日まで

新設

��%以内（�����万円）�����万円�～�戸

��%以内（�����万円）�����万円��～��戸

��%以内（�����万円）�����万円��戸以上

　市民参加による図書館運営を行うため、その運営母体となるボランティア活動組織「まにわ本クラブ」
を設立します。図書館や本の仕事に関わってみたいという皆さん、ぜひご登録ください。

 �問   教育委員会生涯学習課　田中　  ℡ �-��-����

����������������	「まにわ 本ク ラブ」
登録メン バー募集

■組織構成(登録資格)
　・真庭市司書資格取得支援制度を活用した
　　協力サポーター
　・当該ボランティアを希望する市民　など
■ボランティア内容
　〇ブックボランティア(書架整理、蔵書点検など)
　〇障がい者向け支援(朗読サービス)
　〇子供向けサービス(読み聞かせなど)
　〇環境整備(館内清掃、水やり)　など

■処遇　報酬、交通費などの支払いはありません
　　　  　※市がボランティア保険に加入します。
　　　　  ※市立図書館司書による研修機会を設けます

■登録方法　登録用紙に必要事項を記入し、生涯
　　　　学習課もしくは図書館(室)に提出

����������		
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薪・ペレットストーブなど申請は着工前に
お知らせワ イ ド
���������	����
����

申請をお忘れなく
お知らせワ イ ド
���������	����
���� 素敵な出会いを

お知らせワ イ ド
���������	����
����

木質バイオマス燃料の

ストーブや
農業用ボイラ������������
　真庭市では木質バイオマス利活用の一環として、木質バイオマスを燃料とする真庭市では木質バイオマス利活用の一環として、木質バイオマスを燃料とする
ストーブ、または農業用ボイラの購入に対する経費の一部を補助しています。詳ストーブ、または農業用ボイラの購入に対する経費の一部を補助しています。詳
しい内容については、お問い合わせください。しい内容については、お問い合わせください。

 ��問問 産業観光部林業・バイオマス産業課 石倉 ℡  産業観光部林業・バイオマス産業課　石倉　  ℡ ��--����--��������

��工事着工後の申請は補助金の交付対象となりませんのでご注意ください工事着工後の申請は補助金の交付対象となりませんのでご注意ください

■対象者　　真庭市内の個人、または事業者

■補助対象　真庭市内の住宅または事業所に、 木質ペレットストーブ、 薪

　　　　　　ストーブ、木質バイオマス農業用ボイラを新規導入する経費

　　　　　　（薪ストーブの場合は総事業費が��万円以上のものが対象）

■補助率　　事業費の�分の�以内

　　　　　　※ストーブは��万円、ボイラは��万円が上限

■補助要件　平成��年�月��日�までに設置できること

■受付期間　�月��日�～��月��日�

　　　　　　※予算の範囲内で先着順

■提出書類　①所定の申請書　 ②住民票または事業所の所在が分かる書類

　　　　　　③市税完納証明書　④カタログ（メーカー、型番などわかるもの）

　　　　　　⑤見積書（写し）

　平成��年�月�日に外国人登録制度が廃止さ
れ、特別永住者が所持している「外国人登録証
明書」は、一定期間、「特別永住者証明書」とみ
なされます。期間が満了する日までに「特別永
住者証明書」に切り替えてください。

 �問   生活環境部市民課　藤本　  ℡ �-��-����

切り替え申請が必要です

��������	

- 申し込み先・問い合わせ先 -
クリエイト菅谷

ＴＥＬ����-��-����（ＦＡＸ����）
Ｅ-ｍａｉ ｌ：ｃｒｅａｔｅ�ｓｕｇｅｄａｎｉ@ｃｈｉｖｅ�ｏｃｎ�ｎｅ�ｊｐ

　まにわ縁結び推進委員会がプロデュースするキャ
ンプイベントで、恋占のイベントも企画しています。
結婚に前向きな人の参加をお待ちしています。

マニワ・マッチ・メイキング

～サマーキャンプ i n 美甘～

■対象
○男性　真庭市在住の��～��歳までの独身
○女性　��歳以上の独身（住所不問）
■定員　男女各��人（定員を超える場合抽選）
■参加費　○男性�����円　○女性�����円　
■申込期限　�月��日�
■申込方法　ファックス、メールで申し込んで
ください。申込書は市ホームページなどから入
手できます。

と　き　�月�日�～�日�
ところ　クリエイト菅谷
　　　　（真庭市美甘����-�）

※中長期在留者の切り替えは入国管理局でお願いします。

■特別永住者証明書とみなされる期間
　（期間が満了する日）
①平成��年�月�日時点で��歳未満の人
　　→��歳の誕生日まで
②平成��年�月�日時点で��歳以上の人で
　「次回確認（切替）申請期間」の始期が
　・平成��年�月�日までの場合
　　→平成��年�月�日まで
　・平成��年�月�日以後に到来する場合
　　→外国人登録証明書に記載されている日まで

■申請窓口　市民課（各振興局で申請を希望す
る人は市民課にお問い合わせください）
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平成��年�月�日現在
（　）は前月との比較

　

市
内
の
公
共
下
水
道
、
農
業
集

落
排
水
、
市
設
置
の
浄
化
槽
に
接

続
す
る
工
事
は
、
市
の
指
定
を
受

け
た
事
業
者
の
み
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
希
望
す
る
事
業
者
は
下

水
道
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
指
定
期
間　

�
年
間

■
手
数
料　

�
万
�
�
�
円

■
受
付
期
間

�
月
�
日
�
〜　

日
�

��

■
問
い
合
わ
せ
先  
下
水
道
課  
山
乗

℡（
�
�
�
）�
�
�
�

　

岡
山
県
で
は
、「
お
か
や
ま
桃
太

郎
ま
つ
り
納
涼
花
火
大
会
」
の
当

日
に
県
庁
舎
を
開
放
し
て
、
身
体

に
障
が
い
の
あ
る
人
を
招
待
し
ま

す
。
希
望
す
る
人
は
、
期
限
内
に

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

■
開
催
日　

�
月
�
日
�

■
場
所　

岡
山
県
庁
�
階

■
対
象　

県
内
在
住
者
で
身
体
障

害
者
手
帳
を
所
有
し
、
車
い
す
を

常
時
使
用
し
て
い
る
人

※
付
き
添
い
は
�
人
ま
で

■
申
込
方
法　

所
定
の
応
募
用
紙

か
電
子
申
請
に
よ
り
申
し
込
み

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選

■
申
込
期
間

�
月　

日
�
〜
�
月　

日
�

��

��

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
障
害
福
祉
課

℡
�
�
�（
�
�
�
）�
�
�
�

　

利
用
者
数
の
低
迷
と
重
油
の
値

上
が
り
な
ど
に
よ
り
、
入
浴
施
設

の
維
持
が
困
難
に
な
っ
た
た
め
、

�
月
�
日
か
ら
一
般
入
浴
を
利
用

休
止
と
し
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
掛

け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

高
齢
者
支
援
課　

菱
川
・
武
村

℡（
�
�
�
）�
�
�
�

　

市
が
発
注
す
る
施
設
な
ど
の
小

規
模
修
繕
や
物
品
・
役
務
の
入
札
、

見
積
徴
取
に
参
加
す
る
た
め
の
追

加
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。
申
請

方
法
や
必
要
書
類
な
ど
詳
し
く

は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

■
対
象　

建
物
な
ど
の
小
規
模
修

繕
（
大
工
・
左
官
・
屋
根
・
内
装
・

空
調
・
給
排
水
・
建
具
な
ど
）、
物

品
の
製
造
・
販
売
お
よ
び
役
務
の

提
供
に
か
か
る
業
種

■
受
付
期
間

�
月
�
日
�
〜　

日
�

��

■
問
い
合
わ
せ
先

財
産
活
用
課　

下
野

℡（
�
�
�
）�
�
�
�

　

�
月
の
相
談
日
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
相
談
内
容
を
把
握
す
る
た

※市役所の電話番号は、市内無料電話で表記しています。（市外局番 ����エリアは�、����エリアは�）

�������

�日

�落合病院（内）・落合

　����-��-����

�金田病院（外）・落合

　����-��-����

�宮島医院（内）・勝山

　����-��-����

��日

�勝山病院・勝山

　����-��-����

�廣惠医院（外）・北房

　����-��-����

��日

�金田病院・落合

　����-��-����

�米田医院（内）・勝山

　����-��-����

��日

�近藤病院・勝山

　����-��-����

�さとう医院（外）・北房

　����-��-����

　

�日

�金田病院・落合

　����-��-����

�谷田医院（外）・蒜山

　����-��-����

����

め
、
前
日
ま
で
に
予
約
を
し
て
く

だ
さ
い
。

※
代
理
人
の
場
合
は
、
委
任
状
が

必
要
で
す
。

■
日
時　

�
月　

日
�
、　

日
�

��

��

午
前　

時
〜
午
後
�
時

��

■
場
所　

市
役
所
本
庁
舎

■
予
約
先　

津
山
年
金
事
務
所
お

客
様
相
談
室

℡
�
�
�
�（　

）�
�
�
�

��

■
問
い
合
わ
せ
先  
市
民
課  
村
瀬

℡（
�
�
�
）�
�
�
�

　

今
年
も
出
水
期
が
近
づ
い
て
き

ま
し
た
。
河
川
や
そ
の
周
辺
で
の

作
業
や
釣
り
、
子
ど
も
の
水
遊
び

な
ど
に
は
、
十
分
気
を
付
け
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
ダ
ム
の
放
流
を

知
ら
せ
る
サ
イ
レ
ン
が
鳴
っ
た
時

に
は
、
川
の
水
が
増
え
て
危
険
で

す
の
で
、
す
ぐ
に
川
か
ら
上
が
っ

て
く
だ
さ
い
。

中
国
電
力
株
式
会
社
津
山
電
力
所

さまざまな生き物が生息できる
森林環境を目指して

��：��～ トンボの森づくり
��：��～昼食（バーベキュー）
��：��～森の舞台づくり
　　　   樹名板取り付け

■参加費　���円
※作業しやすい服装で、かま、のこぎり、
　剪定ばさみ、軍手をご持参ください。
■申込期限　�月��日�
■申し込み・問い合わせ先
　真庭・トンボの森づくり推進協議会事務局
　環境課　牧　℡  �-��-����

トンボの森づくりトンボの森づくり

��月月����日日 （（土）土） ����：：����～～����：：����
津黒いきものふれあいの里津黒いきものふれあいの里

真
庭
市
排
水
設
備
指
定
工
事
店

新
規
募
集
し
て
い
ま
す

桃
太
郎
ま
つ
り
納
涼
花
火
大
会

障
が
い
の
あ
る
人
を
ご
招
待

川
上
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

一
般
入
浴
の
利
用
休
止
に
つ
い
て

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

追
加
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

年
金
相
談

前
日
ま
で
に
ご
予
約
を

ダ
ム
の
放
流
に
よ
る
増
水

ご
注
意
く
だ
さ
い



市営
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身
体
障
が
い
者
巡
回
更
生
相
談

（
肢
体
・
聴
覚
）
が
行
わ
れ
ま
す
。

■
日
時　

�
月　

日
�

��

午
前　

時
〜

��

■
場
所　

北
房
文
化
セ
ン
タ
ー

■
対
象
者　

身
体
障
害
者
手
帳
を

持
っ
て
い
る
人
、
難
病
患
者

■
内
容　

補
装
具
（
装
具
、
車
い

す
、
補
聴
器
な
ど
）
の
処
方
、
適

合
判
定
、
自
立
支
援
医
療
（
更
生

医
療
）
給
付
に
関
す
る
こ
と
な
ど

■
問
い
合
わ
せ
先

福
祉
課　

山
本

℡（
�
�
�
）�
�
�
�

　

国
土
調
査
は
、
地
権
者
双
方
で

土
地
の
境
界
を
確
認
し
、
測
量
、

面
積
測
定
後
に
地
籍
図
と
地
籍
簿

を
作
成
す
る
調
査
で
す
。
関
係
者

に
は
事
前
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
実
施
地
区　

勝
山
（
江
川
の
一

部
）、
落
合
（
上
市
瀬
の
一
部
）、

湯
原
（
小
童
谷
・
豊
栄
・
禾
津
の

一
部
）、
美
甘
（
延
風
の
一
部
）、

中
和
（
蒜
山
下
和
の
一
部
）

■
問
い
合
わ
せ
先

都
市
住
宅
課
国
土
調
査
室

℡（
�
�
�
）�
�
�
�

　

県
北
�
市
町
合
同
の
職
員
採
用

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
各
団
体

に
分
か
れ
て
概
要
説
明
を
行
う
ほ

か
、
先
輩
職
員
の
体
験
談
な
ど
も

聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
事
前
申
し

込
み
・
参
加
費
は
不
要
で
す
。

■
日
時　

�
月　

日
�

��

午
後
�
時　

分
〜
�
時　

分

��

��

■
場
所　

サ
ン
・
ピ
ー
チ
お
か
や

ま
（
岡
山
市
北
区
駅
前
町
�
丁
目

�
番　

号
）

��

■
問
い
合
わ
せ
先　

総
務
課

℡（
�
�
�
）�
�
�
�

　

真
庭
保
健
所
と
真
庭
地
域
医
療

再
生
計
画
推
進
協
議
会
の
共
催

で
、
小
児
救
急
研
修
会
を
開
催
し

ま
す
。事
前
予
約
に
よ
る
託
児（
先

着
順
）
を
行
い
ま
す
。

■
日
時　

�
月
�
日
�

午
後
�
時
〜
�
時　

分
��

■
場
所　

勝
山
文
化
セ
ン
タ
ー　

■
講
師　

岡
山
大
学
病
院
小
児
科

栄
徳
隆
裕
先
生
ほ
か

■
対
象　

小
児
の
保
護
者
な
ど

■
申
込
期
限　

�
月　

日
�

��

■
問
い
合
わ
せ
先　

真
庭
保
健
所

℡ 
�
�
�
�（　

）�
�
�
�

��

財産活用課
℡�������������

�
��
�

●予定価格���万円以上の公共工事落札額を公表します。
●表記順
　《入札日→工事名（発注課）→落札者→落札額（税抜き額）》

��������	�


・市道宮芝線側溝修繕工事（建設課）

　㈲金子建設…���������円

・市道粟村線用地測量業務（建設課）

　㈱大成測量真庭営業所…���������円

今月の掲載は、�/��日の入札実施分。 

　

オ
オ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
の
生
息

環
境
保
全
や
地
域
活
性
化
を
図
る

た
め
、
日
本
オ
オ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ

オ
の
会
の
桑
原
一
司
さ
ん
を
招

き
、
講
演
会
や
見
学
会
な
ど
を
開

き
ま
す
。
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。（
前
日
ま
で
に
要
申
し
込
み
）

■
開
催
日  
�
月　

日
�
〜　

日
�

��

��

■
場
所　

湯
原
温
泉
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
ほ
か

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

真
庭
遺
産
研
究
会　

徳
永

℡
�
�
�
�（　

）�
�
�
�

��

　市営住宅の入居者を募集しています。住宅
の種類ごとに入居要件が異なりますので、詳
しくは都市住宅課、もしくは振興局住宅担当
窓口にお問い合わせください。

�問   都市住宅課  小林  ℡�-��-����

�����

応募のなかった市営住宅の入居者を随時募集しています

■募集期間　�月15日�
■募集住宅　下表のとおり

〇公営住宅

　
事故住宅…前入居者が住宅内で死亡した状態で発見され
た住宅。入居後に事故住宅であることを理由に他住宅へ
のあっせんを受け付けることはできません。

〇単独住宅

　
■入居可能日　�月中旬予定

家賃戸数落合地区

������円�戸
立誠住宅

（�ＤＫ：Ｈ�建築）

家賃戸数北房地区

������～������円�戸
上水田住宅

（�ＤＫ：Ｈ��建築）

家賃戸数勝山地区

������～������円
（別途共益費�����円）

�戸
原方新住宅

（�ＬＤＫ：Ｈ��建築）

������～������円
（別途共益費�����円）

�戸
原方新住宅 ［事故住宅］
（�ＬＤＫ：Ｈ��建築）

������～������円
（別途共益費�����円）

�戸
若代住宅

（�ＤＫ：Ｈ�建築）

家賃戸数蒜山地区

������～������円�戸
緑が丘住宅

（�ＬＤＫ：Ｈ��建築）

身
体
障
が
い
者
巡
回
更
生
相
談

ご
相
談
く
だ
さ
い

国
土
調
査

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

職
員
採
用
合
同
説
明
会

岡
山
市
内
で
開
催
し
ま
す

小
児
救
急
研
修
会
（
参
加
無
料
）

ご
参
加
く
だ
さ
い

情
報
交
流
会
（
参
加
無
料
）

オ
オ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
を
知
ろ
う


